
特記仕様書 

 

１ 業務概要 

業務名  自家用電気工作物保安管理業務 

履行場所 秋田県立保呂羽山少年自然の家 秋田県横手市大森町八沢木字大木屋７３ 

履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

業務対象 電気工作物の概要 

 

（１）受電設備 

設備容量    １２５ キロボルトアンペア 

受電電力     ９０ キロワット 

受電電圧  ６，６００ ボルト 

（２）非常用予備発電装置 

発電機定格容量  ８５ キロボルトアンペア 

発電機定格電圧 ２００ ボルト 

原動機の種類  ディーゼル機関 

 

２ 業務内容 

（１）電気事業法第４３条第１項に定められた自家用電気工作物の工事、維持及び運用に

関する保安の監督に係る業務（以下「保安管理業務」という。）を保安規程に基づいて

実施する。 

（２）電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、保安規程に定める定期的な巡視、

点検及び測定・試験（その細目は別表による）を行い、経済産業省令で定める技術基

準に適合しない場合又は適合しないおそれがある場合は、必要な指示又は助言を行う。 

   なお、工事中の点検は、電気工作物の設置又は変更の工事が計画どおりに施行され

ていること及び経済産業省令で定める技術基準への適合状況について点検を行う。 

（３）電気事故が発生し又は発生するおそれがある場合において、現状の確認、送電停止、

電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。また、事故・故障の状況に応じて、臨

時的に点検を行い、原因が判明した場合に同様の事故・故障を再発させないための対

策について、指示又は助言を行う。なお、電気関係報告規則に基づく事故報告を行う

必要がある場合は、報告書の作成及び手続きの指示又は助言を行う｡ 

（４）電気事業法第１０７条第３項に規定する立入検査の立ち会いを行う。 

 

３ 業務関係図書 

標準仕様書に定める業務計画書を作成し、契約締結後速やかに提出する。 

 

４ 業務の記録、報告及び検査 

（１）電気工作物の工事、維持管理及び運用に関する次に揚げる記録を３年間保存する。 

① 巡視、点検及び試験の記録 

② 電気事故に関する記録 

③ 補修工事に関する記録 

（２）業務を完了したときは、業務の履行について検査を受ける。 

 

５ 業務責任者の資格等 

（１）保安管理業務を実施する者（以下「保安業務担当者」という。）は、電気事業法施行

規則に適合する者とし、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施するものとする。 

（２）保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者（以下「保安業務従事者」とい

う。）に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。 

（３）保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務

の実施を補助させることができるものとする。 
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巡視、点検及び試験の基準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　（該当項目に○を付す）
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